
精神保健医療の現状と取組状況 
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資料１－１ 



Ⅰ 精神保健医療の現状と課題 



○ 今後の精神保健医療福祉のあり方に関する課題 
精神保健医療福祉施策について 
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○ 近年、精神疾患を有する患者数は急増しており、入院患者を疾病別に見ると、統合失調症患者が減少傾向に
ある一方で、認知症患者が急増しており、結果として、精神病床は、３５万床前後でほとんど減少していない。 

○ 我が国の精神科医療については、歴史的に入院医療中心で進んできており、いわゆる社会的入院の患者をは
じめ未だに数多くの長期入院患者が存在している。 

○ うつ病等の気分障害患者数は100万人を超え、うつ病患者数は平成８年からの12年間で約3.5倍となっている。 

 
精神病床入院患者の疾病別内訳
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資料：患者調査 3

精神疾患による推計入院患者数（在院期間別） 
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傷病別の医療機関にかかって 
いる患者数の年次推移 



Ⅱ 精神保健医療改革への取組状況 

【現在、検討を進めている事項】 
 

○ アウトリーチ（訪問支援）の推進 

○ 認知症と精神科医療 
 

 ⇒ 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた 

    検討チーム 
 

○ 精神科救急の在り方 
 

 ⇒ 精神科救急医療体制に関する検討会   



障害者制度改革の推進のための基本的な方向について 
（平成２２年６ 月２９ 日閣議決定）（抄） 

 政府は、障がい者制度改革推進会議（以下「推進会議」という。）の「障害者制度改革の推進のための
基本的な方向（第一次意見）」（平成22 年６月７日）（以下「第一次意見」という。）を最大限に尊重し、下

記のとおり、障害者の権利に関する条約（仮称）（以下「障害者権利条約」という。）の締結に必要な国内
法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。 
 
３ 個別分野における基本的方向と今後の進め方 
  以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討 
 過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期 
 間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講 
 ずるものとする。 
 
（４）医療 

 ○  精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し 
   等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。 
 ○  「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面 
   の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平 
   成23 年内にその結論を得る。 
 ○  精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総 
   合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。 
 ○  自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23  
   年内にその結論を得る。 



想定されるチーム構成 

精神科医 

看護師 作業療法士 ピアサポーター
（当事者） 

（都道府県） 
 ・医療法人等に事業委託（モデル事業） 
 ・事業運営に係る評価委員会を設置 

 
・保健所、市町村 
・医療機関 
・障害福祉サービス事業所 
・介護保険事業所 
・教育機関 
・地域自立支援協議会等 

 

（地域の関係機関） 

【対象者】 
①受療中断者 ②未受診者 ③ひきこもり状態の者  
④長期入院の後退院し、病状が不安定な者  
  ※当分の間は主診断名が統合失調症圏、重度の 
    気分障害圏、認知症による周辺症状がある者 
        （疑含み）を主たる対象とする 

家族等から
の相談 

情報交換等 
による連携 

対象者
の紹介 

受付・受理 

精神障害者アウトリーチ推進事業のイメージ 

相談支援専門員 精神保健福祉士 

《２５ヶ所で実施》 

★ 在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える。 

臨床心理技術者 
（臨床心理士等） 

平成２３年度予算 
７億円（特別枠） 

【特徴】・医療や福祉サービスにつながっていない（中断している）段階からアウトリーチ（訪問）を実施 
      ・精神科病院等に多職種チーム（他業務との兼務可）を設置し、対象者及びその家族に対し支援 
     ・アウトリーチチームの支援により、診療報酬による支援（訪問看護等）や自立支援給付のサービスへ 
     つなげ、在宅生活の継続や病状安定をはかる 



アウトリーチ支援実現に向けた考え方 

【具体的な方向性】 
① 当事者の状態に応じた医療面の支援に加え、早期支援や家族全体の支援などの 
 生活面の支援が可能となる多職種チームであることが必要。 
 （→医師、看護師に加え、生活面の支援を行うスタッフを含めた体制作り） 
② 財政面、地域における人材面の制約も考えると、できる限り現存する人的資源を活 
 用するとともに、地域支援を行う人材として養成することが必要。 
③ 入院医療から地域精神保健医療へ職員体制等を転換する観点から、アウトリーチ 
 支援の実施を、医療機関が併せて病床削減に取り組むインセンティブとすることが望 
 ましい。 
④ 地域移行、地域定着を進める観点から、「住まい」の整備を併せて行うことが必要。 
⑤ 各障害に共通した相談支援体制との関係を明確に整理し、障害福祉サービスや就 
 労支援に向けた取組も円滑に利用できるようにすることが必要。 

【基本的な考え方】 
① 「地域で生活する」ことを前提とした支援体系とする。 
② アウトリーチ支援で支えることができる当事者や家族の抱える様々な課題に対する 
 解決を、「入院」という形に頼らない。 
③ 当事者・家族の医療に対する信頼を築くためには、最初の医療との関わりが極め 
 て重要であり、医療面だけではなく、生活面も含め、自尊心を大切にする関わり方を 
 基本とする。  

平成22年6月17日第４回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム第１Ｒ 資料 
（参考） 



新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療） 
とりまとめ 概要（案）  ①現状と課題 

 
① 医療機関を受療する認知症患者は急速に増加傾向*1 
② 認知症の入院患者約７．５万人のうち、精神病床に入院する患者は約７割を占める*1 
③ 約7割近くが、特別な管理（入院治療）または日常的な管理（外来治療）を要する身体合併症を有している*2 
④ 入院患者のうち、居住先や支援が整えば、近い将来には、退院が可能と回答した患者は約５割*2 
⑤ 精神病院に入院している認知症患者の精神症状等で、ほぼ毎日のものは、「意思の疎通困難」約４割、「徘徊」約３割、「大声」約２割である*3 
⑥ 精神病院に入院している認知症患者のADLは、身体能力として出来るはずのADLに比べ、抵抗などを踏まえた実際のADLは、いずれの項目でも困難度は増加*3 
 
   *1 患者調査  *2 精神病床の利用状況に関する調査（平成１９年度厚生労働科学研究）  *3 精神病床における認知症入院患者に関する調査（平成２２年９月精神・障害保健課） 
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 認知症の方への支援に当たっては、ご本人の思いを尊重し、残された力を最大限生かしていけるような支援をすることを前提とする。 

 その上で、認知症患者に対する精神科医療の役割としては、以下の点を、基本的な考え方とすべきである。 

① 認知症の早期から、専門医療機関による正確な診断を受けることができるよう体制の整備を目指す。 

② 入院を前提と考えるのではなく、地域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ（訪問支援）や外来機能の充実
を図り、本人だけではなく、家族や介護者も含めて支援していく。 

③ ＢＰＳＤや身体疾患の合併により入院が必要となる場合には、速やかに症状の軽減を目指し、退院を促進する。また、そのような医療
を提供できる体制の整備を目指す。 

④ 症状の面からみて退院可能と判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするため、認知症の方の生活を支える介護保険
サービスを初めとする必要なサービスの包括的、継続的な提供の推進等により地域で受入れていくためのシステムづくりを進める。 

⑤ このため、退院支援・地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時から退院後の生活への道筋を明らかにする取組を進め
る。 

⑥ 症状が改善しないため入院の継続が必要な方に対して、療養環境に配慮した適切な医療を提供する。 

⑦ 地域の中で、精神科の専門医療機関として、介護や福祉との連携、地域住民への啓発活動に積極的な機能を果たす。  

 

基本的な考え方 

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療） 
とりまとめ 概要（案）  ②基本的な考え方 平成２３年○月○日  

具体的な方向性 

 
 （１）地域での生活を支えるための精神科医療            （２）ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療 
 （３）身体疾患を合併している認知症患者への入院医療     （４）地域全体の支援機能 

１ 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化 

 
 （１）認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組 
 （２）症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備 

２ 現在入院している認知症患者への対応及び今後症状の面からみて退院可能と 
  思われる患者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組 



ＢＰＳＤを有する患者への精神科医療 
 ○ＢＰＳＤへの適切な治療           
 ○ＢＰＳＤを伴う認知症患者の円滑な医療の提供     
 ○認知症患者に必要な入院医療      
 ○治療抵抗性の重度の認知症患者の状態像の整理とその受入れ 

身体疾患を合併している認知症患者への入院医療 
 ○合併症の状態像に応じた精神病床の受入先   
 ○慢性疾患を合併している認知症患者への対応 
 ○精神科医療機関と一般医療機関の連携のあり方 

認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取組 
 ○医療・介護双方の理解の向上                    ○入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化【再掲】 
 ○施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ（訪問支援）【再掲】 
   

症状の面からみて退院可能と判断される認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整備 
 ○居住系施設等やサービス支援の整備               ○退院支援・地域連携クリティカルパスの導入 
  当面の取組として、退院支援・地域連携クリティカルパスの導入を通じて、地域における取組を試行しながら、検討していくことが必要   

（本人） 

地域での生活を支えるための精神科医療 
 ○専門医療機関による早期の診断     
 ○家族や介護者への相談支援や訪問支援        
 ○認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス    
 ○施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ（訪問支援）  
 ○精神症状等で緊急を要する認知症患者への２４時間の対応体制の整備   
 ○精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供 

（家族・介護者） 

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療） 
とりまとめ 概要（案）  ③具体的な方向性 平成２３年○月○日  

（介護サービス事業所等） 

（自宅、居住系施設等） （自宅、居住系施設等） 
（精神科医療機関） 

地域全体の支援機能 
 ○地域住民や地域の他施設との連携強化    
 ○地域住民への啓発活動 

（本人） 

（家族・介護者） 
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療
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割
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明
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受
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皿
や
支
援
の
整
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認知症疾患医療センター 
 ○身近なところに新たな類型の認知症疾患医療センターを整備 
 ○若年性認知症への対応   
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目標達成した場合のイメージ 
認知症治療病棟 

11 
（精神・障害保健課調べ） （入院期間：か月） 

(平成20年6月退院患者、Ｎ＝2034) ２ヶ月目ま
で短縮 

現状では、５０％が 
退院するまで約６カ月 

かかっている 

①入院を前提と考えるのではなく、地域での生活を支えるための精神科医療とすること、②ＢＰＳＤや身体疾患の合併
により入院が必要となる場合には、速やかに症状の軽減を目指し、退院促進すること、との精神科医療の提供に係る
基本的考え方を前提として、平成３２年度までに、精神科病院に入院した認知症患者のうち、５０％が退院するまでの
期間を、入院から２ヶ月目とする （現在の６ヶ月目から大幅に短縮） 

●精神科医療の役割は、認知症の方の地域での生活を支えるこ
とであり、ＢＰＳＤや身体疾患等を生じて地域での生活が困難とな
る場合には、入院医療を提供し、速やかな症状改善を目指す 
●ＢＰＳＤは多くの場合1ヶ月程度で改善すること、改善後も薬物

等の調整に一定期間要すること等から、当面は、現状よりも短くす
ることを目標としつつ、入院した認知症患者のうち、５０％が退院
するまでの期間を、入院から２ヶ月目とする。 

●認知症疾患医療センターの整備、退院支援・地域連携クリティカル
パスの開発・普及、受け皿や支援の整備等に要する時期を考慮 

●第６期（平成２７年～２９年度）以降の介護保険事業計画から、精
神科病院から退院する認知症患者の具体的な検討を予定、さらに、
それらの計画の効果が表れるまでの期間を考慮し、平成３２年度を
目標の達成時期とする。 

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

「退院支援・地域連携クリティカルパス」の開発・試行・普及

第６期介護保険事業計画の基本指針（案）の提示

各自治体における計画の策定

平成２９年度

「退院支援・地域連携クリティカルパス」の開発・試行・普
及を通じて、介護保険事業計画への反映方法（例えば、
都道府県とも連携しながら、精神科病院から退院する認
知症患者の数を把握する方法や必要なサービス量を見
込む方法等）を検討し、各自治体における第６期介護保
険事業計画以降のサービス見込み量の算定につなげて
いく。

＜第５期＞

＜第６期＞

地域の実情やニーズに応じた①医療
サービス、②その他の地域での生活を
支える様々なサービスの展開とあいまっ
た介護サービス基盤整備の計画的実施

目標の実現に向け、障害保健福祉部と老健局とが連携しながら、整備を進めていく 

目標値の実現に向け、退院後の地域における受け皿の
整備に向けた取組を確実に進めるとともに、取組の進み
具合を定期的に把握 

達成時期 目標値の内容 

50% 

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ：認知症と精神科医療） 
とりまとめ 概要（案）  ④認知症を考慮した目標値 平成２３年○月○日  

退院曲線のイメージ 
（入院患者の入院してからの月ごとの退院率） 



○指定医の公務員職務への参画義務を規定 

 

第１９条の４ 

３ 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理 

 由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあ 

 つた場合には、これに応じなければならない。 

 

○都道府県の救急医療体制整備の努力義務を規定 

 

第１９条の１１ 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるよう 

 に、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等 

 からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を 

 確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。 

２ 都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害 

 の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な 

 協力を求めることができる。 

 

精神保健福祉法の一部改正について 
（平成２４年４月１日施行予定） 



図１ 精神科救急医療施設の利用状況 

    （平成22年度は暫定値） 

図２ 精神科救急医療施設への夜間・休日の 

        受診・入院件数（平成21年度） 

精神科救急事業実績（2009年度）
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精神科救急医療体制に関する検討会 報告書 概要 

【現状と課題】 
① 精神疾患患者数は、患者調査によると平成11年の約204
万人から平成20年には約323万人に増加。 

② 精神科救急情報センターへの電話相談件数や、精神科救
急医療施設への夜間・休日の受診件数や入院件数（図1、2）
は増加し、地域差が大きい。 
③ 平成22年度、精神科救急医療圏148カ所、精神科救急医
療機関1069カ所。精神保健指定医は、13,374名おり、病院の
常勤医は約6300名となっている。 

④ 身体疾患を合併する精神疾患患者は、医療機関への受け
入れまでに、通常に比べ長時間を要している。 

⑤ うつ病や認知症の増加等により、身体疾患を合併する精
神疾患患者が増加傾向。 
 

 
●都道府県は、24時間365日搬送及び受入に対応できる精神科救
急医療システムを確保 

●都道府県は、24時間365日対応できる精神医療相談窓口及び精
神科救急情報センターを設置 

●各精神科病院は、自院の患者やその関係者等からの相談等に、
夜間・休日も対応できる体制を確保（ミクロ救急体制の確保） 

●各精神科診療所は、相談窓口や情報センター、外来対応施設等
と連携し、自院の患者に関する情報センター等からの問合せに、
夜間・休日も対応できる体制を確保 

●精神保健指定医である診療所の医師は、都道府県等の要請に
応じて、当直体制、相談窓口、夜間・休日の外来への協力等で
精神科救急医療体制の確保に協力 

【１】 都道府県が確保すべき精神科救急医療体制 

●縦列モデル：精神症状の治療を優先すべき患者は、必要に応じ
身体疾患に対応できる医療機関が診療支援しつつ、精神科医療
機関が対応することを原則 

 ・ 精神科医療機関と連携医療機関間で転院基準や必要な手続
き等についてあらかじめ調整する等により、連携体制を構築 

 ・ また、都道府県は、精神科と身体科の両方の関係者が参加す
る協議会の開催等の取組（GP連携事業）等を推進 

●並列モデル：精神科を有する救急対応可能な総合病院は、原
則、精神・身体症状の両方とも中程度以上の患者等を優先して
対応する役割を明確化 

 ・ 精神科を有する救急対応可能な総合病院は、PSW配置の推
進、精神科対応の専門チームの配置を検討 

●都道府県は、以上の連携モデルを基本単位とし、地域性を勘案し
ながら、両者の併存も選択しうることにも留意しつつ、全医療圏
で身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制を確保する 

●精神科と身体科の両方の従事者の対応力向上のためのマニュア
ル等の作成 

【２】 身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制確保 

 
●各都道府県の精神科救急医療体制整備事業の実施状況等に
ついて、定期的に集計を行い公表 

●三次救急の精神科救急医療機関について、治療内容や退院率
等について個別医療機関ごとに相互評価できる体制の推進
（医療の質や隔離・身体拘束水準のモニタリング） 

●精神科救急医療システムへの参画、後方支援医療機関として
救急医療機関からの依頼に適切に対応していること等につい
て、精神科医療機関の質の向上につながる評価指標の開発 

【３】 評価指標の導入 

平成２３年９月３０日 

【今後の対策】 


